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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業主として、社員が安心・安全で日々の作業を行え

るような職場環境を作ります。

① ＫＹ・ＴＢＭ・作業計画を確実に行います。

② 安全パトロールを実施し、現場の安全を確認します。

③ 定期的なメンタルヘルスケアを実施します。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、不安全行動を

しません。

① 作業計画を遵守し作業を行います。

② 現場で転倒しないよう

4S(整理、整頓、清掃、清潔)に努めます。


